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福島市政策調整部地域共創課（Ｒ８.１作成） 

住所 福島市五老内町３番１号 

電話 ０２４－５２５－３７３１（直通） 
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１ 認可地縁団体制度について 

◆認可地縁団体とは？ 

市区町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会などの地縁による団体の

ことです。認可地縁団体になることによって、団体名義で土地や建物を登記できる

ようになります。また、令和３年度の地方自治法の一部改正により、「地域的な共同

活動を円滑に行うこと」が認可の目的に加わり、不動産を所有しない地縁による団

体でも申請が可能となりました。 

認可地縁団体になるメリットは以下のとおりです。 

・継続した活動基盤の確立 

・法人が契約主体となることによる事業活動の充実化 

・法律上の責任の所在の明確化 

・個人財産と法人財産との混同防止 

 

申請できる団体 申請できない団体 

当該区域に住所を有することのみを構成員

の資格としている団体 

（具体例） 

・町内会 

・区 

・自治会 

活動目的が限定的に特定されてい

る団体 

（具体例） 

・スポーツや趣味の同好会 

・伝統芸能保存会 

・環境保全団体          等 

「年齢」「性別」などの加入条件が必

要な団体 

（具体例） 

・高齢者クラブ 

・青年会 

・女性会              等 

 

 

※認可地縁団体になった場合でも、住民の皆さまの自発的な意思に基づく運用形

態は従前の町内会等と同様で大きな変更点はございません。市は認可地縁団体に

対して指導や命令、仲裁、監督等の権限を有しておりませので、住民相互の責任に

おいて、自主・自立した活動が必要となります。 
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◆認可の要件 

認可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 

 

要件 

目的 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動（住民相互

の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など）を行うことを活動の目

的とし、現にその活動を行っていると認められること。 

※地域的な共同活動については、総会資料で確認します。 

区域 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして

定められていること。 

※当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の状

況によらなければなりません。 

構成員 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、その構成員に

なることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっている

こと。 

※「すべての個人」とは、年齢・性別等を問わず、その区域に住所を有す

る個人すべてを指します。 

※「相当数の者」とは、区域住民の過半数とします。 

規約 以下の８つの事項が定められている規約の整備をすること。 

①目的 

②名称 

③区域 

④主たる事務所の所在地 

⑤構成員の資格に関する事項 

⑥代表者に関する事項 

➆会議に関する事項 

⑧資産に関する事項 
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２ 認可申請に必要な書類 
（※の書類は福島市のＨＰからダウンロードすることができますのでご利用ください。） 

◆認可申請のとき 

（１）認可申請書（申請様式 第十八条関係） ※ 

（２）規約 

（３）総会議事録の写し 

地縁団体の認可申請について議決した総会の議事録で、議長１名及び議事

録署名人２名（計３名）の署名押印があるもの（氏名が手書きでない場合の

み押印要） 

（４）構成員名簿 

住所ごとに構成員の氏名をすべて記載したもの 

（５）保有資産目録又は保有予定資産目録 

（６）総会資料の写し 

事業報告、決算報告、事業計画、収支予算等を記載したもの 

（７）承諾書 

町内会の代表者（会長）が、認可地縁団体申請の代表になる旨を承諾した

ことを証するもの（氏名が手書きでない場合のみ押印要） 
 

◆代表者等の変更により告示事項に変更があったとき 
（１）告示事項変更届出書（申請様式 第二十条関係） ※ 

（２）総会議事録の写し 

変更事項について議決した総会の議事録で、議長１名及び議事録署名人２

名（計３名）の署名押印があるもの（氏名が手書きでない場合のみ押印要） 

（３）総会資料の写し 

事業報告、決算報告、事業計画、収支予算等を記載したもの 

（４）承諾書（代表者の変更の場合） 

町会等の代表者（会長）が、認可地縁団体の代表になる旨を承諾したこと

を証するもの（氏名が手書きでない場合のみ押印要） 
 

◆規約を変更するとき 
（１）規約変更認可申請書（申請様式 第二十二条関係） ※ 

（２）新しい規約 

（３）規約変更の内容及び理由を記載した書類 

（４）総会議事録の写し 

変更事項について議決した総会の議事録で、議長１名及び議事録署名人２

名（計３名）の署名押印があるもの（氏名が手書きでない場合のみ押印要） 

（５）総会資料の写し 

事業報告、決算報告、事業計画、収支決算等を記載したもの 
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３ 認可までの流れ 

流れ 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規約は、認可地縁団体の制度を規定している地方自治
法に則した規約を整備する必要があります。 
構成員名簿は当該区域住民の過半数以上の者が記載さ
れている名簿でなければなりません。また、名簿には世
帯主だけではなく当該区域に住所を有していれば、子供
からお年寄りまですべての個人の住所・氏名を記入する
ことができます。 
※構成員名簿に関する注意点 
・構成員は構成員名簿に記載されている方であり、従前
の団体に所属している方であっても改めて加入の同意
をいただく必要があります。 
・認可申請後に構成員の入退会があった際は名簿を更
新する必要があります。 
 
 
 
当該団体の規約に基づき招集された総会において認可
を申請する旨の議決を行う必要があります 
（役員会や評議会等での議決は認められません）。 

 

 

 

 

 

 

 

申請書、添付書類を審査します。 

 

 

 

認可後、代表者あてに認可通知を送付し、市長名で告示
します。 
（市長が行う告示をもって認可地縁団体としての法人登
記に代えることとなりますので、法務局への法人登記は
必要ありません）。 

 

地域的な共同活動を 

円滑に行うために 

法人格を取得する必要性 

 

規約の整備、 

構成員名簿の作成等の 

事前準備 

 

認可申請について 

総会における議決 

 

地縁団体代表者による 

認可申請 

 

審 査 

 

認 可 
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４ 認可後の流れ 

流れ 留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可後、告示事項に変更があった場合は、告示事項

変更届出、規約に変更があった場合は、規約変更認

可申請が必要になります。 

 

【告示事項】 

１ 名称 

２ 規約に定める目的 

３ 区域 

４ 事務所 

５ 代表者の氏名及び住所 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無 

７ 裁判所による職務代行者選任の有無 

８ 代理人の有無 

９ 規約に定めた解散の事由 

10 認可年月日 

 

役員改選等によって代表者が変更となった場合は、必ず

告示事項変更届出の提出が必要です。 

この届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が

行われない限り、その変更について第三者に対抗するこ

とはできません。 

 

認可後に市で作成する地縁団体台帳の写しが、「告示事

項に関する証明書」となります。 

必要なときに交付の請求をしてください。 

 

 

 

 

 

告示事項変更届・ 

規約変更認可申請の提出 

 

不動産登記（法務局）・ 

契約締結 等 

 

証明書の請求 
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５ 各種証明書について 

いずれの手続きも地域共創課で行っております。発行に時間を要しますので、事前に地

域共創課（TEL525-3731）まで連絡をいただけるとお待たせする時間が短縮できま

す。 

◆告示事項に関する証明書 

  「告示事項に関する証明書」とは、認可後に市が作成する地縁団体台帳の写しになりま

す。これは、町内会が不動産の登記権利者（※）となる場合等に、法務局へ提出する書類

となり、どなたでも請求できます。 

 ※登記権利者になるとき 

・個人名義で登記してある不動産を、法人格取得後に町内会名義に移転登記する場合 

・法人格取得後に町内会であらたに取得した土地、あるいは新築した集会所を町内会名

義で保存登記する場合等 

 

◆認可地縁団体印鑑登録証明書 

  「認可地縁団体印鑑登録証明書」は、町内会が登記義務者（※）となるときに必要になり

ます。まず、証明書の交付の前に認可地縁団体の印鑑を登録してください。 

 ※登記義務者になるとき 

・町内会名義の不動産を、売却する場合等 

 

（１）認可地縁団体印鑑登録申請について 

  登録申請は、代表者本人が行ってください。 

 

 

 

 

 

（２）認可地縁団体印鑑登録証明書の交付について 

  証明書の交付申請も代表者本人が行ってください。 

 

 

 

 

 

申請に必要なもの

①登録する印鑑（○○町内会長印） 

②代表者本人の実印 

③代表者本人の印鑑登録証明書 

 

申請に必要なもの

①登録している印鑑（○○町内会長印） 

②代表者本人の実印または認印 

③持参する印鑑が認印の場合は、顔写真入りの本人を証明するもの 

（運転免許証、パスポート等の官公署発行身分証明書） 
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６ 税金に関すること（参考） 

認可地縁団体の認可を受けた後は、税金に関する手続きが必要となります。下

記の各関係機関に届け出てください。減免申請が可能な場合もありますので、詳

細については、各関係機関にお問い合わせください。 

 

 

＜認可地縁団体にかかる税の一覧表＞ 

関係機関 問い合わせ先 税金 

福
島
市
役
所 

市民税課 TEL525-3791 

〒960-8601 

福島市五老内３－１ 

法人市民税 

資産税課 TEL525-3716または 525-3752 

〒960-8601 

福島市五老内３－１ 

固定資産税 

福
島
県 

県北地方振興局県税部課税第一課 

TEL521-2692 

〒960-8043 

福島市杉妻町 2-16（福島県庁北庁舎４階） 

法人県民税 

法人事業税 

県北地方振興局県税部課税第一課 

TEL521-2694 

〒960-8043 

福島市杉妻町 2-16（福島県庁北庁舎４階） 

 

不動産取得税 

国 

福島地方法務局 TEL534-1111 

〒960-8021 

福島市霞町 1-46（福島合同庁舎） 

登録免許税 

福島税務署 TEL534-3121 

〒960-8620 

福島市森合町 16-6 

法人税 

その他の国税（所得税、

贈与税など） 

 


